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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて可変表示を行い、
遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　前記始動領域を遊技媒体が通過したにもかかわらず未だ開始されていない可変表示に関
する情報を保留情報として記憶可能な保留記憶手段と、
　可変表示を開始するときに前記保留記憶手段から読み出した保留情報に基づいて、前記
有利状態に制御するか否かを決定する開始時決定手段と、
　前記開始時決定手段の決定結果に基づいて、可変表示を実行する可変表示実行手段と、
　前記始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、前記有利状態となるか否かを前記
開始時決定手段による決定前に判定する開始前判定手段と、
　前記開始前判定手段による判定に基づいて、前記保留記憶手段に記憶されている前記保
留情報に基づく可変表示が実行される前の複数回の可変表示に亘って、予告演出を実行す
る予告演出実行手段と、を備え、
　前記予告演出実行手段は、前記複数回の可変表示において、第１予告演出を実行するパ
ターンと、当該第１予告演出によりも前記有利状態となる割合が高い第２予告演出を実行
するパターンと、前記第１予告演出を実行した後に前記第２予告演出を実行するパターン
と、のいずれかのパターンで前記予告演出を実行可能であり、
　前記第１予告演出の演出態様が、第１演出態様である場合には、当該第１演出態様より
も期待度の高い第２演出態様である場合よりも、前記第１予告演出を実行した後に前記第
２予告演出を実行するパターンにより前記予告演出が実行される割合が高くなるように、
前記予告演出を実行し、
　特定領域に遊技媒体を進入させることを促す促進報知を実行する促進報知手段と、
　所定の演出を実行しているときに前記促進報知の実行を制限する制限手段と、を更に備
えた、
　ことを特徴とする遊技機。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の遊技機は、
　（Ａ）　遊技領域に設けられた始動領域（例えば普通入賞球装置６Ａが形成する第１始
動入賞口や普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口など）を遊技媒体（例えば
遊技球など）が通過したことに基づいて可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態
（例えば大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）であ
って、　前記始動領域を遊技媒体が通過したにもかかわらず未だ開始されていない可変表
示に関する情報を保留情報として記憶可能な保留記憶手段（例えば第１、第２特図保留記
憶部１５１Ａ、１５１Ｂなど）と、可変表示を開始するときに前記保留記憶手段から読み
出した保留情報に基づいて、前記有利状態に制御するか否かを決定する開始時決定手段（
例えばステップＳ２４０の処理を実行するＣＰＵ１０３など）と、前記開始時決定手段の
決定結果に基づいて、可変表示を実行する可変表示実行手段（例えばステップＳ２４０の
処理を実行した後、ステップＳ１１２、Ｓ１１３の処理を実行するＣＰＵ１０３など）と
、前記始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、前記有利状態となるか否かを前記
開始時決定手段による決定前に判定する開始前判定手段（例えばステップＳ２１２の入賞
時乱数値判定処理を実行するＣＰＵ１０３など）と、前記開始前判定手段による判定に基
づいて、前記保留記憶手段に記憶されている前記保留情報に基づく可変表示が実行される
前の複数回の可変表示に亘って、予告演出を実行する予告演出実行手段（例えばステップ
Ｓ７１０の処理に基づきステップＳ６０３の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など
）と、を備え、前記予告演出実行手段は、前記複数回の可変表示において、第１予告演出
を実行するパターン（例えば先読み予告パターンＳＹＰ１－１やＳＹＰ１－２など）と、
当該第１予告演出によりも前記有利状態となる割合が高い第２予告演出を実行するパター
ン（例えば先読み予告パターンＳＹＰ２－１など）と、前記第１予告演出を実行した後に
前記第２予告演出を実行するパターン（例えば先読み予告パターンＳＹＰ３－１など）と
、のいずれかのパターンで前記予告演出を実行可能であり、前記第１予告演出の演出態様
が、第１演出態様である場合には、当該第１演出態様よりも期待度の高い第２演出態様で
ある場合よりも、前記第１予告演出を実行した後に前記第２予告演出を実行するパターン
により前記予告演出が実行される割合が高くなるように、前記予告演出を実行し、特定領
域に遊技媒体を進入させることを促す促進報知を実行する促進報知手段（例えば、確変制
御（時短制御）が実行されているときに第２遊技領域へ向けて遊技媒体を発射して遊技媒
体を第２遊技領域に進入させるよう促す報知など）と、所定の演出を実行しているときに
前記促進報知の実行を制限する制限手段（例えば、大当り中昇格演出を実行しているとき
には「右を狙え」という表示をしないことや、先読み予告演出等の予告演出の実行中に「
右を狙え」や「左を狙え」といった表示をしないようにする部分など）と、を更に備えた
、ことを特徴とする。
　上記目的を達成するため、他の遊技機は、
　（１）遊技領域に設けられた始動領域（例えば普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動
入賞口や普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口など）を遊技媒体（例えば遊
技球など）が通過したことに基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示
を行い表示結果を導出する可変表示手段（例えば第１、第２特別図柄表示装置４Ａ、４Ｂ
や画像表示装置５など）に識別情報の表示結果として予め定められた特定表示結果（例え
ば大当り図柄となる確定特別図柄や大当り組合せとなる確定飾り図柄など）が導出された
ときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態など）に制御する遊
技機（例えばパチンコ遊技機１など）であって、前記始動領域を遊技媒体が通過したにも
かかわらず未だ開始されていない識別情報の可変表示について、前記特定表示結果とする
か否かを決定するための情報を所定の上限記憶数（例えば第１、第２特図保留記憶数がそ
れぞれ「４」以下など）の範囲内で保留情報として記憶可能な保留記憶手段（例えば第１
、第２特図保留記憶部１５１Ａ、１５１Ｂなど）と、識別情報の可変表示を開始するとき
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に前記保留記憶手段から読み出した保留情報に基づいて、当該識別情報の可変表示の表示
結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する開始時決定手段（例えばステップＳ２４
０の処理を実行するＣＰＵ１０３など）と、前記開始時決定手段の決定結果に基づいて、
識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段（例えばステップＳ２４０の処理を実行
した後、ステップＳ１１２、Ｓ１１３の処理を実行するＣＰＵ１０３など）と、前記始動
領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、前記特定表示結果となるか否かを前記開始時
決定手段による決定前に判定する開始前判定手段（例えばステップＳ２１２の入賞時乱数
値判定処理を実行するＣＰＵ１０３など）と、前記開始前判定手段による判定に基づいて
、前記保留記憶手段に記憶されている前記保留情報に基づく可変表示が実行される前の複
数回の可変表示に亘って、連続した予告演出を実行する予告演出実行手段（例えばステッ
プＳ７１０の処理に基づきステップＳ６０３の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０な
ど）と、前記開始時決定手段の決定結果に基づいて、識別情報の表示結果を示唆する示唆
演出（例えば変動中予告演出など）を実行する示唆演出実行手段（例えばステップＳ５２
９の処理に基づきステップＳ１７２の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、
を備え、前記予告演出実行手段は、前記複数回の可変表示において、第１予告演出を実行
するパターン（例えば先読み予告パターンＳＹＰ１－１やＳＹＰ１－２など）と、当該第
１予告演出よりも前記特定表示結果となる割合が高い第２予告演出を実行するパターン（
例えば先読み予告パターンＳＹＰ２－１など）と、前記第１予告演出を実行した後に前記
第２予告演出を実行するパターン（例えば先読み予告パターンＳＹＰ３－１など）と、の
いずれかのパターンで前記予告演出を実行可能であるとともに、前記示唆演出の演出態様
は複数（例えば「予告Ｘ」、「予告Ｙ」、「予告Ｚ」など）あり、前記示唆演出実行手段
は、前記示唆演出の演出態様に応じて、前記予告演出実行手段により前記第１予告演出を
実行した後に前記第２予告演出を実行するパターンで前記予告演出が実行される割合が異
なるように、前記示唆演出を実行し（例えば先読み予告パターンＳＹＰ３－１である場合
には、「予告Ｙ」の変動中予告パターンにのみ決定可能である）、前記遊技領域は遊技者
が選択的に遊技媒体を進入させることが可能な第１遊技領域（例えば、第１遊技領域）と
第２遊技領域（例えば、第２遊技領域）とが設けられ、前記第２遊技領域に遊技媒体を進
入させることを促す促進報知を実行する促進報知手段（例えば、確変制御（時短制御）が
実行されているときに第２遊技領域へ向けて遊技媒体を発射して遊技媒体を第２遊技領域
に進入させるよう促す報知）と、所定の報知演出を実行しているときに前記促進報知手段
による前記促進報知の実行を制限する制限手段（例えば、大当り中昇格演出を実行してい
るときには「右を狙え」という表示をしないことや、先読み予告演出等の予告演出の実行
中に「右を狙え」や「左を狙え」といった表示をしないようにする部分）と、を更に備え
た、ことを特徴とする。
　このような構成によれば、第１予告演出が開始された場合でも、示唆演出の演出態様に
よって第２予告演出に移行することへの期待感を抱かせることができ、遊技の興趣が向上
する。
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